
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
命
令
（
案
）

法
務
省

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年

令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

大
蔵
省

附

則

第
一
条

（
略
）

（
特
定
振
替
機
関
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
の
方
法
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
振
替
機
関
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
振
替
機
関
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
特
定
参
加
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
参
加
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
に
開
設
し
た
口

座
の
う
ち
自
己
口
座
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
自
己
口
座
を
い
う
。
）
に
す
る
記
載
又
は
記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
、
当
該
各
号
に
定
め
る
欄
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
特
定
参
加
者
の
参
加
者
自
己
分
（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
参
加
者
自
己
分
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
株
式
（
質
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
の
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年

（別紙４－２）

1



法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
旧
保
振
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
株
式
の
数
を
除
く
。
）

改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
。

以
下
「
新
振
替
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で

に
お
い
て
「
銘
柄
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

二

当
該
特
定
参
加
者
の
参
加
者
自
己
分
に
係
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の

う
ち
株
式
の
数

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
（
以
下
「
保

有
欄
」
と
い
う
。
）

三

当
該
特
定
参
加
者
の
参
加
者
自
己
分
に
係
る
株
式
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
株
券
等
の
保
管
及
び

振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
保
振
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該

事
項
に
係
る
株
式
の
数

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
の
数
、
増
加
し
た
旨
及
び
施
行
日

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三

項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

五

当
該
特
定
参
加
者
の
参
加
者
自
己
分
に
係
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

（別紙４－２）

2



（別紙４－２）

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
七
十
号
）
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
。
以
下
「
新
振
替
法
施

行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

２

改
正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
振
替
機
関
が
特
定
参
加
者
の
た
め
に
開
設
し
た
口
座
の
う
ち
顧
客
口
座

（
改
正
法
附
則
第
八
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
顧
客
口
座
を
い
う
。
）
に
す
る
記
載
又
は
記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
、
当
該
顧
客
口
座
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
欄
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
特
定
参
加
者
の
顧
客
預
託
分
（
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
顧
客
預
託
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
株
式
（
当
該
特
定
参
加
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
及
び
当
該
特
定
参
加
者
の
参
加
者
自
己
分
に
係
る
株
式
の
う
ち
当
該
特
定
振
替
機
関
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
の
旧
保
振
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
株
式
の
数
を
除
く
。
）

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
四

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
銘
柄
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

二

当
該
特
定
参
加
者
の
顧
客
預
託
分
に
係
る
株
式
及
び
当
該
特
定
参
加
者
の
参
加
者
自
己
分
に
係
る
株
式
の
う
ち
当
該
特

定
振
替
機
関
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
株
式

3



（別紙４－２）

の
数

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

３

改
正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
振
替
機
関
が
特
定
質
権
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
質
権
者
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
開
設
し
た
口
座
に
す
る
記
載
又
は
記
録
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
口
座
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
欄
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

一

当
該
特
定
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
株

式
の
数
を
除
く
。
）

銘
柄
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

二

当
該
特
定
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
当
該
株
式
の
数
、
特
定
質
権
者
が
当
該
株
式
の
質
権
者
で
あ
る
旨
、
当
該
数
の
う
ち
当
該
株
式
の
株
主
で
あ
る
特
定
参

加
者
ご
と
の
数
並
び
に
当
該
特
定
参
加
者
の
名
称
及
び
住
所

質
権
欄
（
改
正
法
附
則
第
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
質
権

欄
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

三

当
該
特
定
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び

当
該
事
項
に
係
る
株
式
の
数

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

4



（別紙４－２）

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
の
数
、
増
加
し
た
旨
及
び
施
行
日

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三

項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

五

当
該
特
定
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

新

振
替
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

（
特
定
参
加
者
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
の
方
法
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
参
加
者
が
顧
客
の
た
め
に
同
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
開
設

し
た
口
座
に
す
る
記
載
又
は
記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
口
座
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
欄
に
記
載
し

、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
顧
客
の
株
式
（
質
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第

十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
株
式
の
数
を
除
く
。
）

銘
柄
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

二

当
該
顧
客
の
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
株
式
の
数

保
有
欄

三

当
該
顧
客
の
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
係
る
株

式
の
数

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

5



（別紙４－２）

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
の
数
、
増
加
し
た
旨
及
び
施
行
日

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三

項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

五

当
該
顧
客
の
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

新
振
替
法
施
行
令
第
二

十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

２

改
正
法
附
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
参
加
者
が
特
定
顧
客
質
権
者
（
同
項
の
質
権
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
同
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
開
設
し
た
口
座
に
す
る
記
載
又
は
記
録
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
口
座
の
う
ち
当
該
各
号
に
定
め
る
欄
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
特
定
顧
客
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

（
株
式
の
数
を
除
く
。
）

銘
柄
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

二

当
該
特
定
顧
客
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

の
う
ち
当
該
株
式
の
数
、
特
定
顧
客
質
権
者
が
当
該
株
式
の
質
権
者
で
あ
る
旨
、
当
該
数
の
う
ち
当
該
株
式
の
株
主
で
あ

る
顧
客
ご
と
の
数
並
び
に
当
該
顧
客
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

質
権
欄

三

当
該
特
定
顧
客
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

6



（別紙４－２）

る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
係
る
株
式
の
数

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は

記
録
す
る
欄

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
の
数
、
増
加
し
た
旨
及
び
施
行
日

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三

項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

五

当
該
特
定
顧
客
質
権
者
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項

新
振
替
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

第
四
条

改
正
法
附
則
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
参
加
者
が
同
項
の
特
定
振
替
機
関
の
た
め
に
同
条
第
五
項
前
段
の

規
定
に
よ
り
開
設
し
た
口
座
に
す
る
記
載
又
は
記
録
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
口
座
の
う
ち
当
該
各
号
に
定

め
る
欄
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
特
定
振
替
機
関
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（

株
式
の
数
を
除
く
。
）

銘
柄
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

二

当
該
特
定
振
替
機
関
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の

う
ち
当
該
株
式
の
数
、
当
該
特
定
振
替
機
関
が
質
権
者
で
あ
る
旨
、
当
該
数
の
う
ち
当
該
株
式
の
株
主
で
あ
る
当
該
特
定
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（別紙４－２）

参
加
者
ご
と
の
数
並
び
に
当
該
特
定
参
加
者
の
名
称
及
び
住
所

質
権
欄

三

当
該
特
定
振
替
機
関
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及

び
当
該
事
項
に
係
る
株
式
の
数

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る

欄
四

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
の
数
、
増
加
し
た
旨
及
び
施
行
日

新
振
替
法
第
百
二
十
九
条
第
三

項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

五

当
該
特
定
振
替
機
関
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式
に
つ
い
て
の
旧
保
振
法
施
行
規
則
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

新
振
替
法
施
行
令
第
二
十
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄

（
特
定
振
替
機
関
へ
の
通
知
事
項
）

第
五
条

改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
株
式
の
内
容
と
す
る
。

（
株
券
喪
失
登
録
）

第
六
条

改
正
法
附
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。
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（別紙４－２）

一

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
株
券
喪
失
登
録
が

抹
消
さ
れ
た
場
合

当
該
申
請
を
し
た
者

二

会
社
法
第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
株
券
喪
失
登
録
が
抹
消
さ
れ
た
場
合

名
義
人

三

株
券
喪
失
登
録
日
（
会
社
法
第
二
百
二
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
株
券
喪
失
登
録
日
を
い
う
。
）
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
経
過
し
た
場
合
（
当
該
期
間
が
経
過
す
る
前
に
株
券
喪
失
登
録
が
抹
消
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

株
券
喪

失
登
録
者
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